
年 度    令 和　　　　７ 年 度 設　計　　令和７年5月 設  計  者   氏  名

調 査 改 算 者 氏 名

路      線      名

 (  河  川  名  )

工　　事　　箇　　所 藤　枝　市　　　　水上　　　外地内

工　　事　　概　　要 ・子局柱更新工事 ４か所

令 和 ７ 年 度 同 報 無 線 柱 更 新 工 事



 



本 工 事 費 内 訳 表  (甲)

本  工  事  費  内  訳  表

費　　目 工　　種 種　　別 細　　別 単  数　　量  単    位 　　　金　　　　　　額 摘　　　　　　要
位 全    体  特殊二次製品

円 円 円

本 工 事 費

機 器 費

材 料 費 式 1 第１号明細書

基 礎 工 費 式 1 第２号明細書

直 接 労 務 費 式 1 第３号明細書

車 両 損 料 費 式 1 第４号明細書

処 分 費 式 1

直 接 工 事 費

技術者間接費 式 1

機 器 管 理 費 　 式 1

（材料費＋基礎工費＋直接労務費＋
処分費）



本 工 事 費 内 訳 表  (乙)

費　　目 工　　種 種　　別 細　　別 単  数　　量  単    位 　　　金　　　　　　額 摘　　　　　　要
位 全    体  特殊二次製品

円 円 円 （技術者間接費＋機器管理費）

機 器 間 接 費 　 式 1

共 通 仮 設 費 　 式 1

（直接工事費＋共通仮設費）

純 工 事 費 　 式 1

現 場 管 理 費 　 式 1

（機器間接費＋純工事費＋現場管理費）

工 事 原 価 式 1

一 般 管 理 費 　 式 1

（工事原価＋一般管理費）

工 事 価 格

消費税相当額 式 1 工事価格×10%

請 負 工 事 費 式 1



明   細   書 　(甲) 

第     １   号表 材　料　費 一式

名    称 品   種 形  状  寸  法 単 位 員 数 単 数   量 単  価 金    額 摘　　　　　　　要

長 厚･巾(末口) 数 量 位

円 円

空中線柱 本

ﾚﾌﾚｯｸｽﾎｰﾝ取付金具 RANH 組

ｽﾄﾚｰﾄﾎｰﾝ取付金具 RADH 組

ｱﾝﾃﾅ取付金具 F1-KAｾｯﾄ 組

拡声装置取付金具 RABX 組

電力引き留金具 RL-0 組

ｽ ﾋ ﾟ ｰ ｶ 端 子 函 SP-5 個

自 在 ﾊ ﾞ ﾝ ﾄ ﾞ IBT-308 本

防水ﾌ ﾟ ﾘ ｶ ﾁ ｭ ｰ ﾌ ﾞ #30 ｍ

防水ﾌ ﾟ ﾘ ｶ ﾁ ｭ ｰ ﾌ ﾞ #24 ｍ

防水ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽ ｺ ﾈ ｸ ﾀ WBG-30 個

防水ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽ ｺ ﾈ ｸ ﾀ WBG-24 個

接 地 棒 ﾘｰﾄﾞ端子を含む 組



明   細   書 　(乙) 

名    称 品   種 形  状  寸  法 単 位 員 数 単 数   量 単  価 金    額 摘　　　　　　　要

長 厚･巾(末口) 数 量 位

円 円

ｽ ﾃ ﾝ ﾚ ｽ ﾊ ﾞ ﾝ ﾄ ﾞ 10mm、20mm 組

ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ EM-HP1.2mm-2C ｍ

同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-5D-2E ｍ

電 源 ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ EM-CE3.5-2C ｍ

接 地 ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ EM-IE5.5sq ｍ

同 軸 ｺ ﾈ ｸ ﾀ ｰ NP-5D 個

UTP ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ 組

４芯ﾓｼﾞｭﾗｰｹｰﾌﾞﾙ 組

組

砕石　C-30 立米

雑材料費 組

H 鋼 根 枷 組

生コンクリート 立米

計



明   細   書 　(甲) 

第     ２  号表 複合工費 一式

名    称 品   種 形  状  寸  法 単 位 員 数 単 数   量 単  価 金    額 摘　　　　　　　要

長 厚･巾(末口) 数 量 位

円 円 【材工共】根切り、型枠組立、

基 礎 工 基 4.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、埋戻し等

計



明   細   書 　(甲) 

第     ３  号表 直接労務費 一式

名    称 品   種 形  状  寸  法 単 位 員 数 単 数   量 単  価 金    額 摘　　　　　　　要
長 厚･巾(末口) 数 量 位

円 円

【撤　　去】

電気通信技術者 人

電気通信技術員 人

電 工 人

普 通 作 業 員 人

（ 小 計 ）

【据　　付】

電気通信技術者 人

電気通信技術員 人

電 工 人

普 通 作 業 員 人

特 殊 作 業 員 人

（ 小 計 ）



明   細   書 　(乙) 

名    称 品   種 形  状  寸  法 単 位 員 数 単 数   量 単  価 金    額 摘　　　　　　　要

長 厚･巾(末口) 数 量 位

円

【試験調整】

電気通信技術者 人

電気通信技術員 人

電 工 人

（ 小 計 ）

計



明   細   書 　(甲) 

第     ４  号表 車両損料費 一式

名    称 品   種 形  状  寸  法 単 位 員 数 単 数   量 単  価 金    額 摘　　　要

長 厚･巾(末口) 数 量 位

円 円

ラフタークレーン 台 4.0 12~13ｔオペレーター込み

ダンプ 台 4.0 2ｔ

ミニユンボ 台 4.0 小型バックホウ(クローラー型） 0.13

ミニユンボ回送費 台 4.0 オペレーター込み

建柱車 台 4.0 オペレーター込み

高所作業車 台 4.0 作業床高8～10m

計



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 

同報無線柱更新工事 
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１．発注仕様 

第１条 適 用 

この仕様は、藤枝市（以下、「発注者」という。）が計画している防災行政無線（デジタル同報

系）設備子局の移設業務に関する事項について適用する。 

 

第２条 目 的 

藤枝市内に設置されている防災行政無線（デジタル同報系）設備子局が業者による保守点検で危

険度判定「中」を受けたことにより、耐久度を高めることを目的とし、柱更新工事を実施する。 

 

第３条 契約の範囲 

受注者が、この仕様に基づいて行う搬入、設置、調整、試験、引渡しまで一切の施工を契約の範

囲とする。 

 

第４条 諸手続 

この工事施工に必要な諸手続きは、発注者の委任に基づき、受注者が発注者に代わって行うもの

とする。 

 

第５条 施工基準 

この工事の設計、製作、施工に関しては、この仕様に定めるもののほか、次の関係法規に従わな

ければならない。 

(1)法規等 

1)電波法及び同法関係規則 

2)有線電気通信法及び同法関係規則 

3)電気設備に関する技術基準を定める省令 

4)その他関係規則、条例等 

(2)規 格  

1)日本工業規格（JIS） 

2)日本技術標準規格（JES） 

3)日本電気規格調査会標準規格（JEC） 

4)日本電機工業会標準規格（JEM） 

5)日本電子機械工業会規格（EIAJ） 

 

第６条 特許権等の使用 

この仕様に定める機器の製作に閲し、特許権、その他第三者の所有する権利の対象となるものを

使用する場合は、すべて受注者の責任において処理するものとする。 

 

第７条 設置場所 

藤枝市水上 1-122 水上公園内 

藤枝市高柳 2-8-21 茶屋河原公民館跡地 

藤枝市大東町 223 藤枝市消防団第 10 分団１班詰所 

藤枝市大東町 860 市営大東団地敷地内 

 

第８条 工事期間 

令和７年 12 月 26 日までとする。 

 

第９条 完了及び引渡し 

発注者の行う竣工検査をもって工事完了及び引渡しとする。 

完了期限は、契約書に記載の工事竣工期日とするが、検査が受注者の責任以外の原因で遅れた場

合は、この限りではない。 
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第 10 条 提出書類 

受注者は、契約後発注者の指定する期日までに、次のものを提出しなければならない。 

ただし、次のものに変更ある場合には、可及的速やかに処理すること。 

提出部数については、別途指示する。 

(1)  工程表  

(2)  納入仕様書または承認図書  

(3)  検査、試験成績書（機器、材料）  

(4)  完成写真  

(5)  業務完了届  

(6)  その他発注者が必要とする資料  

 

第 11 条 保 証 

この施設の運用開始の日から起算して２年以内に生じた調整不良及び故障で、受注者の責任と見

なされるものについては、受注者は直ちに無償修理、又は代替品を納入するものとする。 

ただし、受注者の責任以外とみなされる場合には、発注者と受注者が協議して処理するものとす

る。 

 

第 12 条 受注者の責務 

業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第１０条第１項

の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」（平

成 28 年 3 月 11 日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止及び第３条に規

定する合理的配慮の提供について留意すること。 

 

第 13 条 疑 義 

この仕様並びに設計、製作、工事施工上疑義が生じた場合、受注者は速やかに発注者と協議の上、

決定するものとする。 

この仕様に明示のない事項であっても機能上当然必要と認められる事項については、受注者にお

いて充足するものとする。 
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